
第6章 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

１ 地震防災マップの作成及び公表 

   地震防災マップとは「地震に対する揺れやすさマップ」や「地域の危険度マップ」に、

避難所などの地域の防災情報を重ねた地図の総称です。 

   この地震防災マップを作成、公表し、身近に地震時の危険性を認識してもらうことで、

防災意識の高揚や、地域の防災性の向上など、地震に対する備えの必要性を普及啓発し

ます。 

   地震防災マップは鳥取市のホームページに掲載するとともに、耐震化の進捗状況が

分かるように定期的に更新します。 

※地域の危険度マップは 5～10 年毎に更新します。 

２ リフォームに合わせた耐震改修の誘導 

リフォームや増改築は、耐震改修を実施する好機であり、これらの工事と合わせて耐

震改修を行うことは、費用、工期の面でより効果的です。 

そのことを建築関係団体と連携して紹介することにより、増改築やバリアフリー化

等の他の目的のリフォームにあわせて、耐震改修を実施するように誘導します。 

３ 家具の転倒防止対策の促進 

近年の地震被害では、揺れによって家具や電化製品が転倒することにより被害が多

く発生しており、建築物の耐震化だけでなく、室内の安全対策も進めていく必要があり

ます。家具等の転倒防止対策について、ホームページ等に掲載し、市民への周知を図り

ます。 



4 啓発活動の例 

窓口でのパンフレットの配布や HP への掲載による耐震化普及への啓発の他にも、市報 

等による補助事業の紹介など、多様な方法を用いて市民への啓発活動を行っていきます。 

（１）パンフレットの配布による、改正耐震改修促進法（平成 25 年 11 月 25 日施行）の 

周知 

 法改正のポイント 

(国土交通省・建築物防災推進協議会発行パンフレット：建物もあなたと同じ健康診断より） 



（２）誰でもできるわが家の耐震診断 

(国土交通省・建築物防災推進協議会発行パンフレット：建物もあなたと同じ健康診断より) 



第7章 建築基準法による勧告又は命令等について所管行政庁等との連携に関する事項 

１ 法に基づく特定既存耐震不適格建築物の指導等 

特定既存耐震不適格建築物の所有者等は、耐震改修促進法で耐震診断、耐震改修の努

力義務が定められています（耐震改修促進法 第 14 条）。 

市は、耐震改修促進法に基づく指導、助言、指示及び建築基準法に基づく勧告、命令

を実施します。

２ 耐震改修促進法に基づく指導、助言、指示、公表の実施 

（1）要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の指導等の実施 

所管行政庁は、要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の所

有者に対して、所有する建築物が耐震診断の実施及び耐震診断の結果の報告義務の

対象建築物となっている旨の十分な周知を行いその確実な実施を図り、期限までに

耐震診断の結果を報告しない所有者に対しては、個別の通知等を行うことにより、耐

震診断結果の報告をするように促します。それでもなお報告しない場合にあっては、

耐震改修促進法第８条第１項の規定に基づき、当該所有者に対し、相当の期限を定め

て、耐震診断の結果の報告を行うべきことを命ずるとともに、その旨をホームページ

等により公表することとします。 

（2）要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表  

要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公

表は、ホームページ等により公表することとします。 

なお、耐震診断の結果、耐震性がないと判定された建築物について、迅速に診断を

実施し、その結果を報告した所有者が不利になることがないよう、公表時期を設定し

ます。 

また、耐震性がないと公表された建築物について、公表後に耐震改修等により耐震

性が確保された場合には、迅速に耐震改修に取り組んだ所有者が不利になることが

ないよう、公表内容を速やかに更新します。 



（3）指導、助言の方法

指導及び助言は、特定既存耐震不適格建築物の所有者等に耐震診断、耐震改修の 

   必要性を説明し、実施に関する相談に応ずる方法で行います。

建築基準法第12条に基づく定期報告の対象となる特定既存耐震不適格建築物につい

ては、平成19年４月１日から耐震診断、耐震改修の状況についても報告が義務付け

られており、特定行政庁は、定期報告を受けた際にも必要に応じて指導、助言を行

います。 

（4）指示の方法

指示は、指導及び助言を行った特定既存耐震不適格建築物の所有者が、耐震診断、

耐震改修を実施しない場合において、その実施を促しても協力を得られないときに、

  実施すべき事項を具体的に明示した指示書を交付する等の方法で行います。

   指示は、指導、助言の実施の有無にかかわらず必要に応じて行います。 

（5）指示に従わない場合の公表の方法

公表は、正当な理由がなく耐震診断、耐震改修の指示に従わない場合に行います。

公表は建物の利用者及び周囲の住民等にも周知する必要があるため、特定既存耐

震不適格建築物の所有者の氏名、特定既存耐震不適格建築物の名称及び位置等を公

報に登載するとともに、所管行政庁及び建築物の所在する市のホームページに掲載

し、その窓口で閲覧に供することにより行います。 



３ 建築基準法による勧告及び命令等の実施 

（１）勧告または命令を行う建築物 

   建築基準法に基づき、次のとおり保安上危険な建築物に対して必要な措置を勧告、命

令します。 

※面積は延床面積 

（２）勧告及び命令の方法等 

    保安上危険となるおそれがあると認められる建築物は、平成 18 年国土交通省告示

第 184 号別添により算定された、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性が「地

震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い」と評価されるものと

します。 

    建築基準法に基づく勧告、命令は、必要があれば耐震改修促進法に基づく指導、指

示等が実施されていない特定既存耐震不適格建築物についても必要に応じて行いま

す。 



４ 建築物の耐震改修の促進に関する法律の指導等一覧 

順番 項目 内容 根拠法令 

1 
指導

助言

○特定既存耐震不適格建築物の耐震診断又は耐震改修に

ついて必要な指導及び助言を行います。 

耐震改修促進法 

(第 8,12,15 条) 

2 指示
○指導後も、耐震診断、耐震改修を実施しない場合は、

書面の交付による指示を実施します。 

3 公表

○正当な理由もなく指示に従わなかったときは、建物利

用者及び近隣の住民へ周知のため、所有者氏名、建物

名称等を公表します。 

4 勧告

○公表後も耐震診断、耐震改修が実施されず、そのまま

放置すれば保安上、著しく危険となるおそれがある場

合は、勧告を行います。 
建築基準法 

耐震改修促進法 

第 6条第 4項により

建築基準法第 10 条5 命令

○正当な理由もなく勧告に従わない場合は、耐震診断、

耐震改修を行うよう命令します。 

○保安上、著しく危険と認められる場合は、指導から勧

告までの措置がとられていなくても命令を行います。

図 特定既存耐震不適格建築物に対する指導等の流れ 

全ての特定 

既存耐震不 

適格建築物 

一定規模以上の特定既存耐震不適格建築物 

  ※1 特定既存耐震不適格建築物は一覧表(P7)の通りです 
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第8章 その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

１ 関係機関との連携 

住宅、建築物の耐震化を効果的に促進するためには、耐震計画の実施について関係機

関の全てが意識を共有し、相互に連携、協力して取り組むことが必要です。 

このため、定期的に更新する地震防災マップを活用して地域の災害危険を予め把握す

ることで、防災対策の前提を明らかにします。これにより、鳥取市防災会議及び建築関

係団体と連携を図り、被害に対する警戒心や平時の対応策の向上を促進し、より強い防

災対策を推進していきます。 

2 まちづくり協議会（仮称）、自主防災組織、消防団等との連携 

市は、平成 20年度を「協働のまちづくり元年」と位置付け、市民と行政とが、ともに

助け合い、安心して暮らせる地域社会を築くため、市民が主役の「協働」のまちづくり

を推進しています。この活動を推進するため、市は市職員で構成される「コミュニティ

支援チーム制度」を創設し、各地区公民館単位に「まちづくり協議会（仮称）」の組織化

を図ることとなっています。 

大規模な災害が発生した場合にも、市民と行政が連携して対応することが重要です。 

このため、このようなコミュニティ活動のなかで、自主防災組織、消防団等の地域の

組織が連携を強化して、どのように災害に強い地域づくりをしていくのか、地域で話し

合い、地域で合意形成された共助による震災対策が検討されるよう促進します。 


